別表第3(第5条関係)
品質検査基準
工種


検査内容
検査方法

共通
材料

品質及び寸法は設計図書と対比して適切か。
(1)　主として観察又は材料確認記録簿等により検査する。
(2)　必要な場合は実測する。


土工

(1)　土質、岩質は設計図書と一致しているか。
(2)　支持力、密度は設計図書と対比して適切か。
(1)　主に施工管理記録及び観察により検査する。
(2)　必要な場合は実測する。


無筋、鉄筋コンクリート工

コンクリートの強度、スランプ、塩化物総量値、アルカリ骨材反応対策等は設計図書に対比して適切か。
(1)　主に施工管理記録及び観察により検査する。
(2)　必要な場合はシュミットハンマー、コアー採取により実測する。


基礎工

(1)　支持力は設計図書と対比して適切か。
(2)　基礎の位置、上部との接合等は適切か。
(1)　主に施工管理記録及び観察により検査する。
(2)　必要な場合は実測する。

舗装工
路盤工

(1)　路盤材料の合成粒度は設計図書と対比して適切か。
(2)　支持力、締固め密度は設計図書と対比して適切か。
(1)　主に施工管理記録及び観察により検査する。
(2)　必要な場合は実測する。


アスファルトコンクリート工

アスファルト使用量、骨材粒度、密度及び舗設温度は設計図書と対比して適切か。
(1)　主に既に採取されたコアー及び現地の観察並びに施工管理記録により検査する。
(2)　必要な場合は実測する。

構造物等
機材

機器及び材料の規格、性能等
(1)　主に施工管理記録の確認及び現場の観察による。
(2)　任意に運転、操作する。
(3)　場合により実測及び承諾図等との照合を行う。
(4)　完成図等を確認する。


施工

(1)　各種試験結果
(2)　作動状態の確認



完成図等

維持管理、保守に関する配慮


建築
共通
材料
材質及び形状
(1)　観察又は品質証明による。
(2)　場合により実測する。
(3)　完成図等を確認する。



施工
各種試験結果




完成図等
維持管理、保守に関する配慮



仮設工事

工法、形状
主に施工管理記録を確認する。


土工事





地業工事

支持力



鉄筋工事

強度等
(1)　主に施工管理記録を確認し、現地を観察する。
(2)　設計図書及び承諾図等と現地との照合を行う。
(3)　場合により現地を実測する。


コンクリート工事





鉄骨工事





コンクリートブロック・ALCパネル・押出成形セメント板工事

強度、材質等



防水工事

材質等



石工事

強度、乾燥等



タイル工事





木工事

等級、乾燥等



屋根及び樋工事

材質、防水性等



金属工事

材質等



左官工事

強度、乾燥等



建具工事

材質、性能等



カーテンウォール工事

材質、防水性等



塗装工事

規格等



内装工事

材質等



ユニット及びその他の工事

規格、性能等



排水工事

材質及び形状



植栽工事

材質、工法
(1)　主に施工管理記録の確認及び現場の観察による。
(2)　場合により実測する。

機械設備
共通
機材
機器及び材料の規格、性能等
(1)　主に施工管理記録の確認及び現場の観察による。
(2)　任意に運転、操作する。
(3)　場合により実測及び承諾図等との照合を行う。
(4)　完成図等を確認する。



施工
(1)　各種試験結果
(2)　作動状態の確認




完成図等
維持管理、保守に関する配慮


電気設備
共通
機材
機器及び材料の規格、性能等
(1)　主に施工管理記録の確認及び現場の観察による。
(2)　任意に運転、操作する。
(3)　場合により実測及び承諾図等との照合を行う。
(4)　完成図等を確認する。



施工
(1)　各種試験結果
(2)　作動状態の確認




完成図等
維持管理、保守に関する配慮


参考
1　本表の工種は、主要なものを対象としているが、本表にない工種の品質検査が必要なときは、適宜決めるものとする。
2　本表の検査内容項目については標準的なものを示しているが、検査に当たっては、適宜決めるものとする。
3　原則として、品質については、別に定める合格判定値を満足しなければならない。





